
 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県防災通信ネットワーク 
 



 



 

第５ 三重県防災通信ネットワーク 

 

１ 防災通信ネットワークの整備 

  災害対策基本法及び三重県地域防災計画に基づき、県民の生命、財産の確保及び社会秩

序の維持を図るため、昭和 49年に、県庁、県出先機関、市町村等防災関係機関、県有自動

車等をネットワーク構成局とする地上系防災行政無線を整備した。 

  平成３年度に地上系幹線設備の更新と衛星系設備の新規導入を行った。 

さらに、平成７年の「阪神・淡路大震災」を教訓として県庁第２統制局、衛星可搬型地

球局、県庁非常用発電機、衛星地球局（防災関係機関 33局）を増設する等ネットワークの

充実を図った。 

  平成 17年度に地上系の周波数を 60MHz帯から 260MHz帯へ移行し、デジタル通信技術を

活用した防災行政無線（260MHz帯都道府県デジタル総合通信システム）の再整備を行った。 

  また、専用ネットワーク（有線系通信設備）を構築し、気象庁の「防災情報提供システ

ム」から提供を受けた気象情報や地震情報などを、自動配信するシステムを新設した。 

  平成 22 年度に県内 15 消防本部に可搬型地球局を配備、平成 25 年度に県庁及び防災関

係機関（一部を除く）に衛星系防災行政無線設備を更新した。 

  一方、東日本大震災や阪神・淡路大震災のような広域的な災害が発生した場合に、災害

応急対策活動を迅速かつ的確に実施するための広域的な活動拠点として、中勢防災拠点、

東紀州防災拠点（紀北拠点）、東紀州防災拠点（紀南拠点）、伊勢志摩防災拠点、伊賀広域

防災拠点及び北勢防災拠点の整備に合わせ、通信手段として防災通信ネットワークを整備

した。 

  また、大規模災害時に医療機関との連携を強化するための通信手段として、災害拠点病

院に地上系防災行政無線を整備した。 

  平成 31 年度から令和４年度にかけて、老朽化及び電波法改正に伴う新基準への対応の

ため、地上系防災行政無線及び有線系通信の更新を行った。 

 

２ 防災通信ネットワークの運用 

  現在、有線系及び地上系に自治体衛星通信機構が運営する地域衛星通信ネットワーク（衛

星系）を加え、大規模災害時でも複数の通信手段を確保できるように運用している。 

  なお、令和６年度末での無線設備等設置箇所数は次のとおりである。〔第１表〕〔第２

表〕〔第３表〕 
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第１表 防災行政無線箇所数一覧 

      （令和６年度末現在） 

種  別  等 設置個所数 設  置  場  所  等 

地 
 
 

上 
 
 

系 
 
 

設 
 
 

備 

中継所 24 

多度、青山、朝熊、藤坂、三木、谷の山、長尾、長谷山、天花寺、美

杉、多気、浅間、行野浦、芸濃、伊賀、名張、鳥羽、磯部、南勢、飯高、

名倉、紀宝、紀和、朝熊背面（中継塔） 

県庁舎等 13 県庁、県庁舎（10）、消防学校、防災ヘリコプター管理事務所 

市町 42 全市町（支所（旧市町村役場）に設置している市町あり） 

消防本部 15 全消防本部 

警察関係 19 県警察本部、全警察署 

医療関係 21 

総合医療センター、こころの医療センター、一志病院、志摩病院、三

重大学附属病院、松阪市民病院、鈴鹿中央総合病院、伊勢赤十字

病院、尾鷲総合病院、上野総合市民病院、紀南病院、三重県医師

会、市立四日市病院、いなべ総合病院、松阪中央総合病院、済生会

松阪総合病院、名張市立病院、三重中央医療センター、伊勢市立伊

勢総合病院、桑名市総合医療センター、日本赤十字社三重県支部

〔県庁内 ch 使用〕 

報道関係 3 ＮＨＫ津、三重テレビ、三重エフエム 

県地域機関 

県  関  係 
19 

君ヶ野ダム、宮川ダム、安濃ダム、北勢水道、中勢水道、南勢水道、

みえ市民活動ボランティアセンター、動物愛護センター、四日市港

管理組合、広域防災拠点（紀北、紀南、伊勢志摩、伊賀、北勢）、下

水道（北勢北部、北勢南部、中南勢雲出、中南勢松阪、中南勢宮川） 

国関係 7 
津地方気象台、久居自衛隊、明野自衛隊航空学校、四日市海上保

安部、鳥羽海上保安部、尾鷲海上保安部、東海農政局三重県拠点 

ライフライン関係 5 
三重県トラック協会、三重交通、中部電力パワーグリッド三重支店、

NTT 西日本三重支店、東邦ガス〔長谷山中継所内 ch 渡し〕 

携帯型及び車載型 13 
県庁、県庁舎（10）、防災ヘリコプター管理事務所、三重大学（勢水

丸） 

計 181   

衛 

星 

系 

設 

備 

県庁舎等 12 
県庁、県庁舎（志摩以外 9）、防災ヘリコプター管理事務所、消防学

校 

市町 31 全市町、伊勢市防災センター、南伊勢病院 

消防本部 15 全消防本部 

警察関係 1 県警察本部 

医療関係 7 

総合医療センター、こころの医療センター、一志病院、志摩病院、三

重大学附属病院、伊勢赤十字病院、日本赤十字社三重県支部〔県

庁内 ch 使用〕 

県地域機関 

県  関  係 
5 君ヶ野ダム、宮川ダム、北勢水道、中勢水道、南勢水道 

国関係 3 久居自衛隊、明野自衛隊航空学校、第四管区海上保安本部 

可搬型 24 
県庁（2）、広域防災拠点（紀北、紀南、伊勢志摩、伊賀、北勢）、防災

ヘリコプター管理事務所、消防本部（15） 

計 98   
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第２表 有線系設備箇所数一覧 

      （令和６年度末現在） 

種  別  等 設置個所数 設  置  場  所  等 

有 

線 

系 

設 

備 

県庁舎等 13 県庁、県庁舎（10）、消防学校、防災ヘリコプター管理事務所 

市町 38 全市町（支所（旧市町村役場）に設置している市町あり。）  

消防本部 16 全消防本部、三重北消防指令センター 

警察関係 1 県警察本部 

医療関係 1 日本赤十字社三重県支部〔県庁内 ch 使用〕 

県地域機関 

県  関  係 
12 

君ヶ野ダム、宮川ダム、安濃ダム、北勢水道、中勢水道、南勢水道、

四日市港管理事務所、広域防災拠点（紀北、紀南、伊勢志摩、伊賀、

北勢） 

国関係 2 久居自衛隊、明野自衛隊航空学校 

計 83   

 

 

第３表 防災ヘリコプター通信用無線設備箇所数一覧 

                                （令和６年度末現在） 

種   別   等 箇所数 設  置  場  所  等 

中 継 所 5 消防学校、青山、朝熊、浅間、長尾 

防 災 ヘ リ コ プ タ ー 1  

計 6  
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第１図 三重県防災通信ネットワークシステム系統図 
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３ 防災ヘリコプター通信用無線の整備 

  県では、東海地震、東南海・南海地震等大規模地震が発生した場合、道路が寸断され孤

立する地域が発生することが想定されることから、迅速な対応をするため、防災ヘリコプ

ターを運航しており、平成４年度に県と防災ヘリコプター等との通信用無線設備を整備し

た。 

  平成 29年度に使用周波数を 60MHz帯から 260MHz帯に移行し、260MHz帯デジタル方式で

の再整備を行い、ヘリコプターからのテレビ映像を電送するシステムの整備を行った。 

 

４ 市町村防災行政無線及び消防救急無線への活用 

  県では、市町村防災行政無線、消防救急無線等の整備費用の低減を図るため、市町の要

望に応じ、防災通信ネットワークの活用を進めている。 

（１）システム共用 

   防災通信ネットワークのシステムを共用した鳥羽市の市町村防災行政無線（移動系）

が平成 19年３月 30日、全国に先駆けて開局し、市町村防災行政無線（移動系）が協力

して、非常時の情報収集・伝達等が行えることとなった。 

   このシステムの共用化にあたっては、「非常時の通信に関する応援協定」及び「共用化

に関する協定」を締結し、現在、次表のとおりとなっている。〔第４表〕 

 

第４表 市町村防災行政無線（移動系）とのシステム共用 

（令和６年度末現在） 

自治体名 
使用許可 

年月日 

非常時の通信に 

関する応援協定 

共用化に 

関する協定 

使用する 

中継局数 

鳥羽市 H19.3.20 H19.4.10 締結 H19.4.10 締結 1 

大紀町 H20.3.24 H20.3.24 締結 H20.3.24 締結 1 

名張市 H21.10.6 H21.3.10 締結 H21.3.10 締結 1 

玉城町 H26.2.24 H26.3.26 締結 H26.2. 3 締結 1 

 

（２）施設の共用 

   防災通信ネットワークの多重回線、局舎、空中線柱、非常用電源設備等を利用した市

町村防災行政無線（同報系）（移動系）の整備は次表のとおりとなっている。〔第５表〕

〔第６表〕 
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第５表 市町村防災行政無線（同報系）の施設の共用 

（令和６年度末現在） 

自治体名 使用許可年月日 使用する中継局数 

多気町 H20.7.16 1 

松阪市 H21.3.10 1 

津市 H22.2. 3 4 

尾鷲市 H26.4. 1 1 

鳥羽市 R3.4.1 1 

 

第６表 市町村防災行政無線（移動系）の施設の共用 

（令和６年度末現在） 

自治体名 使用許可年月日 使用する中継局数 

津市 H25.9.30 2 

 

  また、消防救急無線の周波数移行及びデジタル方式化に対応するため、平成 19 年７月

25日に三重県消防長会から要望のあった「将来における県防災行政無線施設の使用につい

て」に基づく消防救急無線（共通波）の県域１ブロックでの共同整備（無線の広域化、無

線の共同化）において、防災通信ネットワーク設備を利用している。 

  さらに、各消防本部が実施する消防救急無線（活動波）の周波数移行及びデジタル方式

化での整備においても、防災通信ネットワーク設備を利用している。 

 

５ 市町村防災行政無線等の整備 

  市町において、住民への情報伝達手段として市町村防災行政無線（同報系）やコミュニ

ティＦＭ放送等を、また市町内及び関係機関との通信手段として市町村防災行政無線（移

動系）やＭＣＡ無線、ＩＰ無線等の導入を行っている。 

 

６ 防災行政無線局無線従事者資格取得と現況 

  無線局の管理運用には無線従事者の配置が義務付けられていることから、無線従事者

（第３級陸上特殊無線技士）養成講習会を開催し無線従事者の確保に努めている。 

 

７ 防災通信ネットワークの今後の課題 

  衛星系防災行政無線設備について、衛星システムの管理運営を行う自治体衛星通信機構

は、現行の第２世代システムの運営を原則令和９年度までで終了し、以降は第３世代シス

テムと呼ばれる新規格のみを運営することとしているため、設備の更新を行う必要がある。 

 

８ その他 

  非常災害時における、円滑な通信を確保するため、非常通信訓練及び非常通信実施体制

の総点検を実施した。 
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